
様式第１号                  

審 査 基 準 整 理 票 

 
 

   処分名  特別児童扶養手当の額の改定 
 

  根拠法令名 
 
特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39
年法律第134号） 

 （条項）第１６条において準

用する児童扶養手当法第５条の

２ 

  基準法令名 
 
特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39
年法律第134号） 

 （条項）第１６条において準

用する児童扶養手当法第５条の

２ 

 

   所管部署        福祉部 障害福祉課 認定審査係 

  標準処理期間             法定処理期間         －  日 

 【審査基準】 ・文書の名称 

【                                 】 

        ・掲載図書等【                           】 

         ・内容    □全部記載   ■一部・項目のみ記載 

  

特別児童扶養手当の額の確定は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第１６条において準用

する児童扶養手当法第５条の２に該当することを基準とする。 

   

 
 



参考 
 
【根拠法令】 
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 
(児童扶養手当法の準用) 
第十六条 児童扶養手当法第五条の二第一項及び第三項、第八条、第二十二条から第二十五条まで
並びに第三十一条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第五条の二第一項中
「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一
項」と、同法第八条第一項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育
する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場
合」と、同条第三項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児
の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又
は低下し」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第
三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第二
項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。 
 
【基準法令】 
  
児童扶養手当 
 
(手当額の自動改定) 
第五条の二 基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物
価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近
の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上
昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。 

 

  
 

※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 


